
規

則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
五
十
九
号

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則(

昭
和
四
十
三
年
福
島
県
規
則
第
二
十
九

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中｢

又
は
ハ｣

を｢

若
し
く
は
ハ｣

に
改
め
、｢

規
定
す
る
事
業｣

の
下
に｢

又
は

同
項
第
十
六
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
事
業(

同
項
第
三
号
ロ
又
は
ハ
に
規
定
す
る
事
業
に
附
帯
す
る

事
業
に
限
る
。)

｣

を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
ア
中｢

中
小
企
業
者
が｣

の
下
に｢

当
該
事
業
に
係
る
も
の
と
し
て
実
施
す

る
事
業
の
う
ち｣

を
加
え
、｢

に
行
う
施
設
の
整
備｣

を
削
り
、｢

た
め
の｣

の
下
に｢

施
設
の
整
備

又
は｣

を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中｢

第
二
十
条
第
二
項｣

の
下
に｢

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項｣

を
加
え
、
同
項
第
十
七
号
中｢

承
認
振
興
事
業
計
画
に
基
づ
き｣

を｢

承
認
計
画
に
基
づ
き｣

に
、｢

承
認
振
興
事
業
計
画
に
記
載
さ
れ
た｣

を｢

当
該
承
認
計
画
に
記

載
さ
れ
た｣

に
改
め
、
同
項
中
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
七

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
八

別
表
の
三
の
項
、
五
の
項
、
九
の
項
又
は
十
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
商
店
街
の
活
性

化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
二
十
一
年
法

律
第
八
十
号
。
以
下｢

地
域
商
店
街
活
性
化
法｣

と
い
う
。)

第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定

商
店
街
活
性
化
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が

別
に
定
め
る
も
の

別
表
の
一
の
項
中｢独

立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
(産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除

く
｡
)
に
係
る
業
務
運
営
､
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
(平
成
16年
経
済
産
業
省
令
第
74号
｡
以

下
｢省
令
｣
と
い
う
｡
)
第
26条
の
基
準
に
適
合
す
る
事
業
｣

を｢政
令
第
２
条
第
１
項
第
１
号
イ
に

掲
げ
る
事
業
の
う
ち
､
同
号
イ
に
規
定
す
る
経
営
革
新
の
た
め
の
事
業
に
係
る
も
の
｣

に
、｢経

営
革

新
支
援
法
第
４
条
第
１
項
｣

を｢中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
９
条
第
１
項
の
承
認
を
受
け
た
同

項
｣

に
改
め
、｢中

小
企
業
者
等
｣

の
次
に｢

(中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
10条
第
１
項
の
承

認
を
受
け
た
者
を
含
む
｡
)
｣

を
加
え
、
同
表
の
一
の
二
の
項
中｢省

令
第
26条
第
２
項
の
基
準
に
適

合
す
る
事
業
｣

を｢同
号
イ
に
規
定
す
る
異
分
野
連
携
新
事
業
分
野
開
拓
に
係
る
事
業
に
係
る
も
の
｣

に
、｢１

に
同
じ
｡
｣

を｢中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
11条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
同
項
に

規
定
す
る
複
数
の
中
小
企
業
者
(中
小
企
業
新
事
業
活
動
促
進
法
第
12条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
者

を
含
む
｡
)
｣

に
改
め
、
同
表
の
二
の
項
中｢省

令
第
27条
の
基
準
に
適
合
す
る
｣

を｢政
令
第
２
条

第
１
項
第
１
号
ロ
に
掲
げ
る
｣

に
改
め
、｢第

５
条
第
１
項
｣

の
次
に｢の

承
認
を
受
け
た
同
項
｣

を
、

｢特
定
下
請
組
合
等
｣

の
次
に｢

(下
請
振
興
法
第
７
条
第
１
項
の
承
認
を
受
け
た
者
を
含
む
｡
)
｣

を
加
え
、
同
表
の
二
の
二
の
項
中｢基

づ
く
事
業
(省
令
第
27条
第
２
項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に

限
る
｡
)
｣

を｢掲
げ
る
事
業
｣

に
、｢中

小
企
業
｣

を｢中
小
企
業
者
｣

に
改
め
、
同
表
の
三
の
項

中｢省
令
第
28条
第
１
項
第
１
号
イ
｣

を｢独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
業
務
(産
業

基
盤
整
備
業
務
を
除
く
｡
)
に
係
る
業
務
運
営
､
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
(平
成
16年
経
済
産

業
省
令
第
74号
｡
以
下
｢省
令
｣
と
い
う
｡
)
第
28条
第
１
項
第
１
号
イ
｣

に
改
め
、
同
表
の
十
二
の

項
中｢省

令
第
37条
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
｣

を｢小
売
振
興
法
第
４
条
第
６
項
の
認
定
を
受
け
た
｣

に
、｢同

号
ロ
に
規
定
す
る
認
定
基
盤
施
設
計
画
又
は
同
号
ハ
に
規
定
す
る
｣

を｢商
工
会
及
び
商
工

会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
(平
成
５
年
法
律
第
51号
)
第
６
条
第
２
項
に

規
定
す
る
認
定
基
盤
施
設
計
画
､
｣

に
改
め
、｢認

定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
｣

の

次
に｢又

は
地
域
商
店
街
活
性
化
法
第
７
条
第
３
項
に
規
定
す
る
認
定
商
店
街
活
性
化
支
援
事
業
計
画
｣

を
加
え
、
同
表
の
十
三
の
項
中｢第

15条
第
１
項
第
15号
｣

を｢第
15条
第
１
項
第
16号
｣

に
、｢過

去
に
｣

を｢､
過
去
に
｣

に
、｢実

施
し
た
も
の
｣

を｢実
施
し
た
者
｣

に
改
め
、｢に

行
う
施
設
の

整
備
｣

を
削
り
、｢当

該
既
存
施
設
を
再
整
備
す
る
｣

を｢施
設
の
整
備
又
は
既
存
施
設
の
再
整
備
を

す
る
｣

に
、｢地

域
産
業
創
造
基
盤
整
備
事
業
以
外
の
も
の
に
限
る
｡
)
｣

を｢11の
項
に
掲
げ
る
事

業
と
し
て
実
施
す
る
も
の
を
除
く
｡
)
に
限
る
｡
｣

に
改
め
、
同
表
の
十
四
の
項
中｢第

15条
第
１
項

第
15号
｣

を｢第
15条
第
１
項
第
16号
｣

に
、｢過

去
に
｣

を｢､
過
去
に
｣

に
、｢実

施
し
た
も
の
｣
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当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
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休
日
の
翌
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目

次

規

則

○
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付

け
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

六
一
三

告

示

○
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
発
見
に
つ
い
て

届
出
が
あ
っ
た
件

六
一
四

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し

て
指
定
し
た
件
二
件

六
一
四

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件

六
一
四

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
一
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届

出
が
あ
っ
た
件
二
件

六
一
五

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨

届
出
が
あ
っ
た
件
二
件

六
一
五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い

て
届
出
が
あ
っ
た
件

六
一
六



県
道
二
本
松
安
達
線

路

線

名

告

示
二
本
松
市
根
崎
一
丁
目
六
五
番
地
先
か
ら
同
市
根
崎
一
丁
目
五
一
番
地

先
ま
で
の
上
り
線

二
本
松
市
根
崎
一
丁
目
一
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
根
崎
一
丁
目
二
七
番

地
先
ま
で
の
下
り
線

区

間

県
道
庭
坂
福
島
線

路

線

名

県
道
二
本
松
安
達
線

路

線

名

公

告
福
島
市
野
田
町
三
丁
目
四
六
番
八
地
先
か
ら
同
市
野
田
町
五
丁
目
一
番

二
五
地
先
ま
で
の
上
り
線

福
島
市
野
田
町
五
丁
目
二
番
一
二
地
先
か
ら
同
市
野
田
町
四
丁
目
三
二

一
番
六
地
先
ま
で
の
下
り
線

区

間

二
本
松
市
根
崎
一
丁
目
六
五
番
地
先
か
ら
同
市
根
崎
一
丁
目
五
一
番
地

先
ま
で
の
上
り
線

二
本
松
市
根
崎
一
丁
目
一
〇
番
一
地
先
か
ら
同
市
根
崎
一
丁
目
二
七
番

地
先
ま
で
の
下
り
線

区

間

を｢実
施
し
た
者
｣

に
改
め
、｢に

行
う
施
設
の
整
備
｣

を
削
り
、｢当

該
既
存
施
設
を
再
整
備
す
る
｣

を｢施
設
の
整
備
又
は
既
存
施
設
の
再
整
備
を
す
る
｣

に
、｢商

店
街
整
備
等
支
援
事
業
以
外
の
も
の

に
限
る
｡
)
｣

を｢12の
項
に
掲
げ
る
事
業
と
し
て
実
施
す
る
も
の
を
除
く
｡
)
に
限
る
｡
｣

に
改
め

る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施

行
の
日
以
後
の
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
貸
し
付
け
た
資
金
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

金

融

課)

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

家
畜
が
患
畜
又
は
疑
似
患
畜
と
な
っ
た
こ
と
の
発
見
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

病

名

畜

種

患
畜
及
び
疑
似

発
見
頭
数

発
見
の
場
所

発
見
年
月
日

摘

要

患
畜
の
区
分

ヨ
ー
ネ
病

牛

疑
似
患
畜

一
頭

伊
達
市

平
成
二
二
年

殺
処
分

一
一
月
二
五

日

(

畜

産

課)

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
四
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
五
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
七
百
二
十
六
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

南
会
津
地
区
交

南
会
津
郡
南
会
津
町

平
成
二
二
年
一
二
月
六
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ

通
安
全
協
会

田
島
字
大
坪
五
四
番

成
二
七
年
九
月
三
〇
日
ま
で

会
長

五
十
嵐

地
の
一

博
幸

(

出
納
総
務
課)

公
告
第
三
百
八
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
・
伊
達
精
神
障
害
福
祉
会

三

代
表
者
の
氏
名

相
澤

與
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
福
島
市
五
月
町
一
番
十
五
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
の
よ
り
よ
い
地
域
生
活
の
実
現
に
向
け
、
精
神
障
害
者

と
そ
の
家
族
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
共
に
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
地
域
社
会
づ
く
り
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
振
興
課)

公
告
第
三
百
九
十
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

白
河
市
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

監
事

伊
藤

邦
光

白
河
市
白
坂
皮
後
籠
一
一
八
番
地
一

(
農
村
計
画
課)

公
告
第
三
百
九
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

矢
吹
西
部
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

小
林

日
出
夫

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
太
田
川
字
二
ツ
堂
六
一
番
地
一

同

鈴
木

勝
長

白
河
市
大
信
豊
地
字
飯
土
用
七
八
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
三
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
賀
川
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

裕
一

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
三
谷
字
谷
地
二
八
七
番
地

同

齋
藤

善
平

同

郡
同

町
大
字
宮
古
字
中
西
九
八
番
地

同

二
瓶

庄
一

同

郡
同

町
大
字
御
池
田
字
小
池
六
〇
番
地

同

山
田

喜
男

同

郡
同

町
大
字
束
原
字
舘
ノ
内
七
五
七
番
地

同

蓮
沼

哲

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
東
村
八
四
番
地

同

林
邉

�
市

同

郡
同

町
大
字
福
原
字
福
川
原
九
五
九
番
地

同

生
江

冨
司
男

同

郡
同

町
大
字
青
津
字
本
丁
八
三
番
地

同

岩
渕

一

同

郡
同

町
大
字
青
木
字
葭
尻
六
番
地

同

仙
波

一
保

同

郡
同

町
大
字
合
川
字
政
所
三
六
番
地

同

小
池

浩

同

郡
同

町
大
字
沼
越
字
辻
田
一
九
〇
九
番
地

同

大
樋

和
美

同

郡
同

町
大
字
開
津
字
舘
中
乙
一
四
番
地

監
事

横
山

源
栄

同

郡
同

町
大
字
中
泉
字
中
屋
敷
一
七
七
四
番
地

同

青
柳

茂
利
男

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
上
十
日
町
二
三
番
地
二

同

木
伏

義
通

同

郡
同

町
大
字
宮
古
字
中
西
六
一
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

齋
藤

善
平

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字
宮
古
字
中
西
九
八
番
地

同

横
山

源
栄

同

郡
同

町
大
字
中
泉
字
中
屋
敷
一
七
七
四
番
地

同

蓮
沼

哲

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
東
村
八
四
番
地

同

岩
渕

一

同

郡
同

町
大
字
青
木
字
葭
尻
六
番
地

同

宇
内

紘

同

郡
同

町
大
字
青
津
字
本
丁
五
六
番
地

同

佐
藤

裕
一

同

郡
同

町
大
字
三
谷
字
谷
地
二
八
七
番
地

同

二
瓶

庄
一

同

郡
同

町
大
字
御
池
田
字
小
池
六
〇
番
地

同

谷
津

英
世

同

郡
同

町
大
字
海
老
細
字
大
道
下
乙
三
六
一
番
地

同

石
田

栄

同

郡
同

町
大
字
新
開
津
字
村
内
三
二
番
地

同

慶
徳

正
之

同

郡
同

町
大
字
立
川
字
金
山
一
五
〇
番
地

同

樋

伸
喜

同

郡
同

町
大
字
開
津
字
淨
福
甲
八
六
番
地

監
事

�
田

孝

同

郡
同

町
大
字
金
上
字
舘
一
六
九
番
地

同

石
川

源
一

同

郡
同

町
大
字
五
香
字
十
日
町
五
二
三
番
地

平成22年12月３日 金曜日 福 島 県 報 第2238号615



【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

同

齋
藤

義
春

同

郡
同

町
大
字
合
川
字
場
化
一
四
六
五
番
地

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
三
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
区
の
名
称

西
会
津
町
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

齋
藤

周
作

耶
麻
郡
西
会
津
町
下
谷
字
山
口
戊
三
七
番
地

同

金
子

和
男

同

郡
同

町
野
沢
字
横
町
乙
二
三
一
四
番
地

同

西
田

晴
雄

同

郡
同

町
新
郷
大
字
冨
士
字
井
戸
尻
一
〇
七
八
番
地

同

宮
澤

秀
夫

同

郡
同

町
奥
川
大
字
飯
沢
字
袖
ノ
平
八
六
番
地

同

齋
藤

實

同

郡
同

町
野
沢
字
平
七
前
丙
二
四
四
番
地

同

新
澤

豊
二

同

郡
同

町
新
郷
大
字
三
河
字
戸
中
四
七
四
七
番
地

同

渡
部

壽
一

同

郡
同

町
登
世
島
字
馬
場
乙
三
八
五
二
番
地
二

同

渡
部

修

同

郡
同

町
宝
坂
大
字
宝
坂
字
白
坂
甲
一
七
九
番
地

同

長
谷
川

誠

同

郡
同

町
群
岡
字
御
舘
野
甲
一
一
六
二
番
地
三

同

佐
藤

伊
平

同

郡
同

町
奥
川
大
字
飯
根
字
田
尻
一
一
五
六
番
地

同

荒
海

紀
久
男

同

郡
同

町
奥
川
大
字
大
綱
木
字
外
手
一
八
五
番
地

同

伊
藤

堅
悦

同

郡
同

町
野
沢
字
牧
乙
四
六
七
番
地

監
事

齋
藤

啓
二

同

郡
同

町
上
野
尻
字
上
五
職
神
三
六
〇
二
番
地

同

長
谷
川

昭
郎

同

郡
同

町
尾
野
本
字
森
野
甲
五
八
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

宮
澤

秀
夫

耶
麻
郡
西
会
津
町
奥
川
大
字
飯
沢
字
袖
ノ
平
八
六
番
地

同

金
子

和
男

同

郡
同

町
野
沢
字
横
町
乙
二
三
一
四
番
地

同

西
田

晴
雄

同

郡
同

町
新
郷
大
字
冨
士
字
井
戸
尻
一
〇
七
八
番
地

同

渡
部

修

同

郡
同

町
宝
坂
大
字
宝
坂
字
白
坂
甲
一
七
九
番
地

同

佐
藤

伊
平

同

郡
同

町
奥
川
大
字
飯
根
字
田
尻
一
一
五
六
番
地

同

齋
藤

實

同

郡
同

町
野
沢
字
平
七
前
丙
二
四
四
番
地

同

新
澤

豊
二

同

郡
同

町
新
郷
大
字
三
河
字
戸
中
四
七
四
七
番
地

同

長
谷
川

惠
一

同

郡
同

町
下
谷
字
牛
尾
丁
五
三
九
番
地

同

荒
海

紀
久
男

同

郡
同

町
奥
川
大
字
大
綱
木
字
外
手
一
八
五
番
地

同

長
谷
川

誠

同

郡
同

町
群
岡
字
御
舘
野
甲
一
一
六
二
番
地
三

同

清
野

勝
衛

同

郡
同

町
登
世
島
字
端
村
中
乙
一
〇
三
七
番
地

同

伊
藤

堅
悦

同

郡
同

町
野
沢
字
牧
乙
四
六
七
番
地

同

渡
部

康
弘

同

郡
同

町
尾
野
本
字
樋
ノ
口
前
乙
一
八
四
〇
番
地

監
事

齋
藤

祥
平

同

郡
同

町
上
野
尻
字
上
沖
ノ
原
二
五
二
五
番
地

同

須
藤

正
二

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
上
ノ
台
北
四
三
七
三
番
地

同

鈴
木

照
夫

同

郡
同

町
尾
野
本
字
中
町
丙
七
五
七
番
地
一

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
三
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
者
か
ら
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
二
年
十
二
月
三
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

地
区
名

土
地
改
良
事
業
の

施
行
認
可
又
は
施
行

工
事
の
完
了
年
月
日

た
者
の
名
称

種
類

同
意
の
年
月
日

富
岡
町
土
地
改
良
区

岩
井
戸

ほ
場
整
備

昭
和
五
二
年
一
月
一

昭
和
五
五
年
三
月
三

〇
日

一
日(

農
村
計
画
課)
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